
寒 川 町 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 1号 様 式 (第 4条 関 係 ) 第 1号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

[別 添 の と お り ] [別 添 の と お り ] 

第 2号 様 式 (第 4条 関 係 ) 第 2号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

[別 添 の と お り ] [別 添 の と お り ] 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

  (施 行 期 日 ) 

 1  こ の 規 則 は 、 平 成 30年 4月 1日 か ら 施 行

す る 。  

 (残 存 用 紙 の 使 用 ) 

 2  こ の 規 則 の 施 行 の 際 、 こ の 規 則 に よ る

改 正 前 の 寒 川 町 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条

例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 既 に 調 製 さ れ

た 様 式 で 、現 に 残 存 す る も の は 、所 要 の

調 整 を 加 え 、 な お 使 用 す る こ と が で き

る 。  

 

 






